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令和４年度 生野区運営方針（素案）

すべての区民に「居場所」と「持ち場」のあるまち

区の目標（何をめざすのか）

・すべての区民が「居場所」で安心して暮らせるセーフティネットの役割
・すべての区民が「持ち場」を持てる市民参画の機会拡大
・区の未来を描き実行をしていく「未来志向のまちづくり」の推進

区の使命（どのような役割を担うのか）

令和４年度 区運営の基本的な考え方（区長の方針）

「居場所」と「持ち場」のあるまちとは、区民ひとり一人が安心してつながりの中で暮らし、まちの活動の担い手としての
役割を持っているまちである。
少子高齢化の最先端のまちとして課題解決を進めると同時に、人口や地域活動の担い手が増える「持続可能なまちづ
くり」を目指していく必要がある。また、「来たい、住みたい、住み続けたい生野区」となるための“未来志向のまちづくり”
を進めていくため、「生野区政３本柱」を軸にして運営を行う。

【生野区政３本柱】
「子育て・教育環境の整備」…教育環境の整備やつながりの場づくりを通じて、子育て世代に選ばれるまちとなる。
「空き家対策」…空き家の建て替えやエリアリノベーションに官民協働で取組み、生野らしさを活かしたまちの魅力をつくる。
「多文化共生」…多国籍の外国人と共生し「世界につながる生野区」として、まちの活性化につなげる。

これらの実現のためには職員が部署を超えて知恵を出し合い、地域・企業・各種団体と一緒に「生野の未来」を考え、
今後ますます活用が求められるICTや公民連携による課題解決に取組み、課題最先端エリア・生野区として挑戦し続
け、「持ち場を広げる」を合言葉に、ひとりも取りこぼさないセーフティネットの構築と、未来のまちの姿を見据えた区政
運営を行う。
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経営課題 １ 安全・安心を身近に感じて暮らせるまち：防災・防犯編

しっかりしたセーフティネットのもと、みんながお互いに思いやり支えあい助け合えるまち

めざすべき将来像 （最終的なめざす状態：概ね10～20年間を念頭に設定）

・全建物のうち、昭和56年以前に建築された（現在の耐震基準を満たしていない
おそれのある）木造住宅の1階床面積の占める割合 44.0％（市全体27.4％）

・老朽化した長屋や空き家が多く、高齢化が進んでおり、震災時における大規模火
災や要援護者の避難支援などの対策が急務。

・老朽化した住宅や細街路が多く、防災面や住環境面に課題のある「特に優先的
な取り組みが必要な密集住宅市街地（優先地区）」が、今里筋以西を中心に区内
の1/3を超える範囲に広がっている。

・空家率（H25住宅・土地統計調査）
生野区22.4％（3位/24区） 大阪市17.2% 全国13.5%
（H30住宅・土地統計調査）
生野区19.8％（5位/24区） 大阪市17.1% 全国13.6%

・老朽危険家屋等の通報件数
H28 :40件 、H29：71件 、H30：97件、R1：57件、
R2：57件

・街頭犯罪発生件数（R2）は653件で前年比▲9.5％と減少傾向にあり、
特殊詐欺はR１で12件、R２で13件とほぼ横ばい。

・交通事故のうち自転車事故の構成率
（R１) 49.6%  （大阪市平均41.4%） （大阪府平均33.4％）
（R２) 46.3%  （大阪市平均36.0%） （大阪府平均29.5％）

現状 （課題設定の根拠となる現状・データ） 要因分析
・少子高齢化の進行により、地域のさまざまな危機事態に対応できる人材
が不足している。
・災害時における地域での自助・共助の向上に向けた取組が十分ではな
い。
・区内には、戦災を免れた地域が多く、長屋建ての家屋が多く残っている。
また、住民の高齢化や、土地建物の権利関係が複雑なことから、所有者に
よる自主的な建替が十分に進んでおらず、老朽危険家屋や空き家の増加
につながっていると考えられる。
・防犯カメラの設置や地域のパトロールにより、街頭犯罪は減少傾向にあ
るが、高齢化率の高い生野区において、高齢者を狙った特殊詐欺が発生
しやすい状況にある。
・狭隘道路が多いため、交差点での事故が多いものと考えられる。

課題

・さまざまな危機事態への対応のため、関係機関との継続的な情報共有
が必要である。
・災害時に機能する自主防災体制を強化するための支援が必要である。
・土地建物所有者による自主的な建替が進むよう、地域が主体となった課
題解決に向けた取組を支援していく必要がある。
・空き家の所有者へ適正管理を求めるとともに、空き家が発生しないよう
権利関係の重要性などについて空家所有者に周知する必要がある。
・街頭犯罪のおこりにくいまちづくりへの地域住民一体となった取組を、地
域住民と連携しながら進めていくとともに、地域防犯の人的基盤を補完す
るため防犯カメラ等物的基盤を整備する必要がある。
・特殊詐欺にあいやすい高齢者への周知・啓発が必要である。
・警察と連携して、自転車の安全かつ適正な利用を周知・啓発することが
必要である。

主なSDGsゴール

重点的に取り組む主な経営課題

4



経営課題 １ 安全・安心を身近に感じて暮らせるまち：地域福祉編

しっかりしたセーフティネットのもと、みんながお互いに思いやり支えあい助けあえる
まち

めざすべき将来像 （最終的なめざす状態：概ね10～20年間を念頭に設定）

・高齢化率（H27国勢調査） 31.4％ 2位/24区 （大阪市 25.3％）

・少子化率(H27国勢調査） 9.3％ 5位/24区 （大阪市 11.2％）

・高齢者単身者率（H27国勢調査） 20.6％ 2位/24区 （大阪市 14.9％）

・特定健診受診率 （R2年度） 17.8％ (大阪市平均20.5％）8/25現在、確定値が出る
のは11月末頃

・胃がん検診受診率 3.9％（大阪市平均 4.6％）、大腸がん検診受診率 5.4％（同
6.7％）、肺がん検診受診率 3.6％（同 5.5％）、子宮がん検診受診率 10.6％（同
16.4％）、乳がん検診受診率 8.3％（同 11.2％）（すべてR2年度）

・平均寿命（H27市区町村別生命表）
男性：78.9歳 17位/24区 女性：86.5歳 7位/24区
（大阪市平均 男性：78.8歳 女性：86.2歳）

・介護保険 認定率（R３.3.31実績） 30.0％ 2位/24区（大阪市平均 26.2％）

・過去５年間の児童虐待相談数
235件（28年度）、316件（29年度）、356件（30年度）、
314件（R1年度）、319件（R2年度）

・要保護児童対策地域協議会各種会議開催数・検討件数
54開催・321件（28年度）、58開催・486件（29年度）、
71開催・707件数（30年度）、50開催・1079件（R1年度）、
52開催・1,368件（R２年度）

現状 （課題設定の根拠となる現状・データ） 要因分析
・当区は、特定健診の受診率が低く、また、各種がん検診の受診率
もすべて大阪市平均を下回るなど住民の健康意識の低いこと等に
要因があると考えられる。
・高齢化の進行やひとり暮らし高齢者の増加など、支援の必要性
が高まる一方で、公的な福祉サービスだけでは提供に限界があり、
さまざまな課題への対応が難しくなっている。
・高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて
自立した日常生活を安心して営むことができるよう、医療、介護、
介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される地
域包括ケアシステムの推進が求められている。
・児童虐待相談や要保護児童対策地域協議会等で検討するケー
スが年々増加している。早期発見及び発見されたケースへの細や
かな相談・支援は非常に重要であるが、ケースの増加により十分
な対応が困難になっている。

課題

・各種健（検）診の重要性を意識啓発するとともに、健康に関心を
持ってもらうよう周知を図っていく必要がある。
・公的な福祉サービスだけでは解決できない地域における多様な
課題に対しては、地域の担い手を育成し、取組を担うネットワーク
などの持続可能な仕組みづくりが必要である。
・地域包括ケアシステムの推進においては、区の特性を踏まえた
取組を重点的に進める必要がある
・子育て支援の情報共有、連携・協力ができるよう、地域や子育て
関係機関が参加する「生野区こども地域包括ケアシステム」を運
用継続する必要がある。

主なSDGｓゴール

重点的に取り組む主な経営課題

5



経営課題 １ 安全・安心を身近に感じて暮らせるまち：人権・多文化共生編

しっかりしたセーフティネットのもと、みんながお互いに思いやり支えあい助け合えるまち

めざすべき将来像 （最終的なめざす状態：概ね10～20年間を念頭に設定）

◇令和元年度大阪市民間ネット調査アンケートで、「大阪市は市民一
人ひとりの人権が尊重されているまちである」と思うと回答した区民の
割合は55.8％、一方、令和元年度区政に関する区民アンケート調査に
おける同様のアンケートでは、思うと回答した割合は66.2％。

◇生野区は、外国人住民比率が都市部日本一、住民の5人に1人が外
国人住民であり、約60ヵ国以上の国から集まった様々な人達が暮らし
ている。また、外国人住民のうち、最も多い韓国・朝鮮籍住民は減少傾
向にあるが、中国や、ベトナム籍住民などニューカマーの増加が顕著と
なっている。

現状 （課題設定の根拠となる現状・データ） 要因分析
・人権課題が多岐のテーマにわたっている。
・外国人住民については、韓国及び朝鮮籍の減少傾向が続き、代
わってベトナムなどこれまでとは異なる多種多様な国籍の住民が
増加している。
・外国人住民向けの情報発信や庁内案内表示、各種制度のパンフ
レット、チラシなどが多言語化が不十分で、防災情報や生活必須
情報が必ずしも伝達できていない。
・行政や地域において、外国人住民の属性、居住実態やコミュニ
ティの形成状況など詳細情報を把握しきれておらず、外国人住民
との「つながり」を持つ機会が少ない。

課題

・従来の人権尊重・人権擁護への取組に加え、障害者差別解消
法による取組や近年課題と認識されてきたＬＧＢＴやヘイトスピー
チなど多様な人権課題への理解を深め、偏見や差別意識をなく
す取組が必要である。
・外国人にとってわかりやすい情報発信、案内表記を行うことが不
可欠である。
・生野区ではこれまでも、在日韓国・朝鮮人をはじめとした外国人
住民の人権、多文化への理解、啓発推進に取り組んできたが、増
加するニューカマーを含めたすべての外国人住民を対象とした取
組が必要である。
・行政機関及び地域団体は、区内の外国人住民の属性や居住エ
リア、コミュニティの形成状況など生活実態の把握に努めると同
時に、日本人と外国人住民が互いの生活様式や価値観、マナー
など、相互理解に向けての取組を進めるとともに、日常的な相互
交流を行うことを促進し、外国人住民が区内地域コミュニティに参
加しやすくするための環境づくりを行う必要がある。

主なSDGｓゴール

重点的に取り組む主な経営課題
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◇共助による減災に向けた地域自主防災活動を支援するため以下の取組を実施する。

・地域防災訓練の支援（通年）
・地域防災マップ作成支援（更新）
・WEB版防災・水害ハザードマップ（更新）
・地域防災リーダー育成研修会の実施（１回）
・防災の基本である自助（家具転倒防止対策等）の啓発（通年）

・新型コロナ禍における災害時の避難（分散避難等）についての周知（随時）

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

地域での日頃からの防災訓
練などの防災活動が重要だ
と感じている地域住民の割
合が90％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が50％未満であ
れば、事業を再構築する。

２決算額（2,253千円）３予算額（4,629千円）４算定見込額（5,706千円）

具体的取組 １－１－１ 地域自主防災力の強化

前年度までの主な実績

【令和３年度】
・地域防災訓練の支援 ３地域（９月末時点）
・地区防災計画の改定支援 １地域（９月末時点）
・WEB版防災・水害ハザードマップ(改修)

経営課題１（防災・防犯編）
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・区防災マップ更新版全戸配布
・新型コロナ禍における災害時の避難（分散避難等）および家具転倒
防止対策等についての周知



◇災害発生時から、的確な災害対応を図るため、さまざまな関係機関・団体・事業所等と
連携し、必要な資機材、労務・技術などの支援体制づくりをすすめる。

・関係機関の連携による区職員災害時想定訓練の実施

・災害時避難所や関係機関との通信網の整備（通年）

・地域における被災者支援及び復興等の活動を円滑に行うことを目的に、
「生野区災害時協力事業所・店舗等登録制度」に協力頂ける事業所・店舗等の
募集（通年）

・災害時避難所・福祉避難所等へ配備する資機材等の充実

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

防災訓練実施後、アンケート
で「自分の役割を理解でき
た」と回答した区職員の割合
が90%以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が70％未満であ
れば、事業を再構築する。

具体的取組 １－１－２ 災害発生時の的確な対応

【令和３年度】
・区職員災害対応訓練の実施（１回）
・各地域・事業所での勉強会の実施（4回）
・生野区災害時協力事業所登録団体 ２０件（9月末）
・生野区内訪問看護ステーションと連携し、災害時医療体制確認

経営課題１ （防災・防犯編） 8

２決算額（1,031千円）３予算額（1,171千円）４算定見込額（1,385千円）

前年度までの主な実績



◇大阪市空家等対策計画に基づき、区民からの相談に対応するとともに、空家所有者等
への適切な維持管理や相続等による権利関係の重要性を周知することにより、特定空家
等の是正に努める。

・建替えのアイデア集「建替えのすゝめ」を区HP等で周知
・各専門家団体や住まい情報センター、
大阪の住まい活性化フォーラムの相談
窓口一覧や空家利活用改修補助制度など
の案内チラシの配架（通年）
・特定空家等に関する通報等に対する受付、
現地確認、所有者調査や助言・指導等の
実施（随時）
・地域が主体となった空家対策会議の
開催（随時）

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

特定空家等の通報件数：60
件以下

特定空家等の解体や補修等
による是正件数：20件以上

【撤退・再構築基準】
・上記通報件数が80件以上
の場合、事業を再構築する。
・上記是正件数が10件未満
の場合、事業を再構築する。

具体的取組 １－１－３ 空き家等や老朽住宅への対策

【令和３年度】
・特定空家是正件数：10件 （9月末）
・地域が主体となった空家対策会議：６回
・空き家・空きスペース利活用セミナーの実施
・区民からの空家等に関する相談に対応するための窓口の設置

経営課題１ （防災・防犯編）
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２決算額（ 176千円）３予算額（ 346千円）４算定見込額（ 271千円）

前年度までの主な実績

・不動産関係団体実施の空家相談等の周知チラシの町会回覧
・特定空家等（老朽危険家屋）に関する通報等に対する受付：14件（13件）
・現地確認・所有者調査や助言・指導等の実施（随時）
・一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会との協定締結（6月23日）



◇犯罪の起こりにくいまちづくりに向けて、地域、警察と連携した以下の取組を実施する。

①区民と協働した生野区全域一斉パトロールの実施：1回
②地域安全センター等での防犯教室等出前講座及び啓発の実施
③小学生を対象とした防犯出前講座「ガチ☆メン」の実施
④地域安全防犯カメラの設置：２0ヶ所

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

各事業（①～③）の参加者ア
ンケートで防犯意識が高まっ
た割合 70％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が50％未満の場
合、事業を再構築する。

具体的取組 １－２－１ 犯罪の防止

【令和３年度】
・地域安全センター等での防犯教室等出前講座：12回（９月末時点）
・防犯カメラ設置：30ケ所設置予定
・ワクチン接種会場等での防犯啓発等実施：80回（９月末時点）

経営課題１ （防災・防犯編）
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２決算額（4,544千円）３予算額（7,458千円）４算定見込額（4,886千円）

前年度までの主な実績



◇交通事故のうち自転車による事故が多い地域特性を踏まえ、警察、地域団体と連
携した以下の取組を実施する。

①駅周辺、商店街等で警察、地域団体等と協働した啓発活動の実施

②自転車マナー向上に向けた交通安全出前講座および動画など啓発の実施

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

各事業（①～②）の参加者ア
ンケートで自転車交通マナー
の意識が高まった割合：
50％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が30％未満の場
合、事業を再構築する。

具体的取組 １－２－２ 事故の防止

【令和３年度】
・交通安全教室：12回
・商店街に自転車交通マナーのぼり掲出
・大阪シティバス車内放送啓発（自転車マナー）

経営課題１ （防災・防犯編）
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商店街での自転車マナー啓発 動画による啓発

２決算額（4,506千円）３予算額（5,354千円）４算定見込額（5,354千円）

前年度までの主な実績

・ワクチン接種会場等での啓発：85回（9月末時点）
・自転車マナー啓発の動画を作成し配信



◇生活習慣病予防や介護予防：区民が自主的に自らの健康づくりの大切さを意識し、持
続的な行動へとつながるように支援を行う。
・「いきいき百歳体操」など住民主体の介護予防活動を推進
・区民との協働や関係機関と合同で、地域において「いくみん健康体操」 「血管年齢測
定」「高齢者体力測定」など、啓発事業を行う。

◇各種検診の重要性の周知・啓発と受診勧奨：生活習慣病やがんに関する知識をはじめ、
各種検（健）診の重要性についての積極的な情報提供と受診勧奨を行う。
・「がん撲滅戦隊いくみんレンジャー」を活用したHPやSNS等での普及啓発
・広報いくのでの特集記事掲載（年1回）
・総合がん検診の実施（年1回）
・がん検診受診促進協定締結団体や区内金融機関・郵便局・駅等と連携し、ポスター掲示、
チラシを配布（年1回）
・過去の受診者へ個別に文書で受診勧奨（年1回）
・子育て世代へのがん検診受診啓発(就学関係書類送付時に啓発チラシ同封・中学生
世帯へがんや特定健診啓発クリアファイル交付）

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

令和４年度生野区保健福祉
センターにて実施するがん検
診全体の充足率（受診者数
／定員）85％以上

【撤退・再構築基準】
上記充足率（受診者数／定
員）が平成30年度充足率
61.2％を下回った場合、事
業を再構築する。

２決算額（496千円） 3予算額（943千円） ４算定見込額（933千円）

具体的取組 １－３－１ すべての世代の健康づくり

経営課題１ （地域福祉編）
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◇生活習慣病予防や介護予防等の取組
・地域健康講座：（R2 86回 R３.8月末 33回開催）
参加人数：（Ｒ2 1,637名 R３.8月末 507名）

・生野区保健福祉センターでのがん検診受診者数
（Ｒ2 742名（充足率80.2％） R３.．8月末 346名（充足率84.4％）

前年度までの主な実績

◇受診勧奨
・がん検診チラシ等の配布、就学関係書類送付時に啓発チラシ同封、広報いくの
10月号へがん検診受診特集記事掲載、前年度までの受診者のうち、今年度未
受診者への受診勧奨（R３年度中実施予定）



◇地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業
生野区社会福祉協議会「見守り相談室」に配置された福祉専門職（コミュニティソー
シャルワーカー：CSW）が、要援護者へのアウトリーチや地域の見守り活動支援など、地
域コミュニティを視野に入れた支援を行う。
・要援護者名簿の作成、同意確認
・孤立世帯等への専門的対応
・認知症高齢者等の行方不明時の早期発見

◇ご近“助”パワフルサポート事業
生野区社会福祉協議会に配置された各地域の福祉コーディネーターが、地域住民のか
かえる福祉課題を把握し、地域住民と連携して解決、支援することによって地域住民同
士の見守り・支えあいを推進する。
・お困りごと解決にむけた住民ボランティアとのマッチング業務。
・「見守り相談室」などの福祉専門職と連携した支援や、地域の見守りへのつなぎ。

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

福祉コーディネーターの当年
度相談受付件数
：前年度の相談受付件数以
上

【撤退・再構築基準】
当年度相談受付件数が上
記の70％未満の場合、事業
の再構築を行う

２決算額（45,909千円） 3予算額（48,686千円） 4算定見込額（48,700千円）

具体的取組 １－３－２ 身近な見守り・支えあい

経営課題１ （地域福祉編）
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・要援護者名簿新規同意件数 ：818件（Ｒ２年度）345件（R3.9月末）

・福祉専門職の孤立世帯等への専門的対応：2,388件（Ｒ２年度）1,014件（R3.9月末）

・福祉コーディネーターの相談受付件数 ：3,822件（Ｒ２年度）3,150件（R3.9月末）

前年度までの主な実績



・高齢者を地域全体で見守る「地域包括ケアシステム」のもと、在宅支援ネットワーク会議、
認知症高齢者支援ネットワーク会議を通じて、多職種連携による在宅医療・介護連携の強
化を図ることにより課題解決に取組む。また、認知症に関する普及啓発や事例検証等の対
応力向上の取組を進める。

・地域ケア会議を通じた支援者の連携強化の推進
・自立支援型ケアマネジメント会議を通した高齢者の
自立支援、重度化防止に向けた取組の推進

・介護予防・生活支援サービスの安定した提供に向けた
取組として、「生活援助サービス従事者研修」を
区内で開催し、介護の担い手不足の解消を図る。

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

区内4つの地域包括支援セン
ターの相談延件数が区内高
齢者人口の50％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が35％以下の場
合は取組を見直す。

2決算額（ － 千円）3予算額（ － 千円）4算定見込み額（ － 千円）

具体的取組 １－３－３ 「地域包括ケアシステム」の推進

経営課題１ （地域福祉編）

医
療

介
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生活支援(助け合い)
・介護予防

地域包括
支援センター
・ブランチ

地域包括ケアシステム

住まい

相談

14

・在宅支援ネットワーク会議
認知症高齢者支援ネットワーク会議（R２ 5回）(R3 2回 6月・7月）

・ACP研修（R2)
・認知症 在宅医療シンポジウム(R2)（R4年3月開催予定）
・認知症講演会（11月4地域で開催予定） ・事例検討会（12月開催予定）

前年度までの主な実績

・生活援助サービス従事者研修（R２）
・地域包括支援センター相談延件数/区内高齢者人口
H30：47.0％ R1：49.9％ R２：53.4％ R3：23.7%（８月末）



◇真に支援が必要な方への確実な対応
・複合的な課題を持つ要援護者に対応するため、既存の仕組みでは解決できない
困難事例に対し、各関係機関が集う「総合的な支援調整の場(つながる場)」を開催
・虐待の早期発見・早期対応並びに再発防止に向けた啓発
・「くらしの相談窓口いくの」の運営（生活困窮者自立支援事業）
しごとや生活に関する各種相談・支援、関係機関の情報共有や支援体制の検討（支援会議）

◇重大虐待ゼロを目指した取り組み（子育て支援の充実）
・こども地域包括ケアシステムの運用により、地域や各支援施設・団体と連携し、
虐待の早期発見や課題解決に取り組む
・子育て相談体制を強化することにより福祉的課題のある家庭の見守り・支援を計画的に行う
・児童虐待ハイリスク妊婦や養育困難な家庭を支援するため、専門的家庭訪問支援事業
を延長し、1歳まで助産師を派遣する

◇大阪市こどもの貧困対策推進計画に基づき、学校と 連携した「こどもサポートネット事
業」を実施し、こどもと子育て世代が抱える課題に対し総合的支援を効果的に実施する

◇里親制度に関わる周知・啓発の強化（通年）
・里親の確保に向けた普及啓発の強化(さとおやパネル展等) 里親制度の理解と協力を
得るため、積極的に啓発活動を行う

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

重大虐待ゼロの状態を維持
する。

こども虐待や高齢者虐待な
どの専門家、支援機関、学校
や保育園が参加したワーク
ショップ（連絡会）でのアン
ケート結果で、理解が深まっ
たという意見が80％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が40％未満で
あった場合、事業を再構築す
る

２決算額（10,959千円）3予算額（12,912千円）４算定見込額（12,840千円）

具体的取組 １－４－１ 真に支援が必要な方への確実な対応

経営課題１ （地域福祉編）
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・こども地域包括ケアシステムを運営。（利用登録者123名 R3.9 月末）
・要保護児童対策地域協議会：12回（R2年度）６回（R3.９月末）
・虐待防止研修会(児童)：2回（R2年度）R3開催予定

前年度までの主な実績

・総合的な支援調整の場（つながる場）：６回（９月末）
・スクリーニング会議：97回（R2年度）３１回（R3.９月末）
・さとおや普及啓発イベント：1回(R2：パネル展) R3開催予定
・高齢者虐待防止連絡会議・障がい者虐待防止連絡会議：1回（R2)

R4.2月開催予定



①民間事業者等を活用した課外授業「いくの塾」

生徒の自尊感情を醸成し、将来の夢や目標を持ち、その実現に必要な「自ら学ぶ力」と
自主学習習慣の定着、基礎学力向上のための取組として、民間事業者等による課外授業
を行なう。また、事業者と学校の連携を図り、支援が必要な生徒を適切な支援につなぐ。
・7教室

②生きるチカラまなびサポート事業

「キャリア教育」や「性・生教育」を支援する「生きるチカラまなびサポーター」を学校の
要請に応じて派遣する。
・区内全市立小･中･義務教育学校

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

①事業参加前後アンケートで
・「勉強へのやる気がある」という設問に
対し、肯定的な回答する生徒の割合を増。
・「１日にどれくらいの時間、学校以外で
学習をしていますか」という設問に対し、
「30分より少ない」、「全くしない」と回
答する生徒の割合を半減。

【撤退・再構築基準】
①・否定的な回答する生徒の割合が
75％以上の場合、・「30分より少ない」、
「全くしない」と回答する生徒の割合が
75％以上の場合、
②「どちらかといえば、当てはまらない」
「当てはまらない」といった否定的な回
答の受講者の割合が小学生：7.1％、中
学生：8.9％を超える場合、
それぞれ事業を再構築する。

具体的取組 １－４－２ 貧困の連鎖を断ち切るための支援 ～貧困の連鎖を食い止めるために～

【令和３年度】
①生野中学校・巽中学校・生野区民センターで「いくの塾」を開講、受講者数34名
大池中学校、東生野中学校、田島中学校、新生野中学校で「みらい塾」を開講、受講者数62名（令和３年９月までの実績）
②10小中学校に15回の講師派遣（令和３年９月末現在）

経営課題１ （地域福祉編）
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②事業実施後アンケートで「人の役に立
つ人間になりたいと思いますか」という
設問に対し、「どちらかといえば、当ては
まらない」「当てはまらない」といった否
定的な回答をした受講者の割合を小学
校、中学校とも6.0％未満。

２決算額（3,158千円）３予算額（5,622千円）４算定見込額（2,337千円）

前年度までの主な実績



◇一人ひとりの人権が尊重され、誰もが住みやすいまちをめざし、より地域に
根ざした啓発活動を地域住民と協働して実施する。

・地地域人権講座の開催
・人権週間期間における啓発事業の開催や未来を担う子ども達への人権啓発を
実施する。
・生野区人権啓発推進員連絡会との連絡調整会議の開催。
・人権啓発推進員研修の開催。
・人権啓発事業（取組内容）の区民への周知として人権啓発広報紙『ふれ愛』
の発行。
・区事業（イベント等）での啓発物の配布や、区民ギャラリー
での人権啓発パネル等展示の実施。

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

地域人権講座及び人権週間
啓発事業の参加者アンケー
ト：理解度90％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が50％未満の場
合、事業を再構築する。

具体的取組 1－5－1 人々の多様性を尊重し、認めあえる環境づくり

【令和３年度】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より中止となった地域人権講座、映画会の補完事業として、人権啓発事業（書籍貸出等）の実施
や、区事業（イベント等）での、啓発物の配布等を行う予定。また、人権週間啓発事業（講演会など）については、SNSを活用し実施予定。

経営課題１（人権・多文化共生編）

地域人権講座
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２決算額（298千円）３予算額（1,404千円）４算定見込額（1,310千円）

前年度までの主な実績



◇防災や基本生活情報の多言語表記及びやさしい日本語による情報発信の促進（通年）
・「やさしい日本語」区公式Facebookによる情報発信
・Twitterによる「やさしい日本語」および多言語での情報発信
・広報紙の多言語翻訳版を配信
・機械翻訳では対応できない専門性の高い行政情報
などを人による翻訳により情報発信

◇区内民間施設（日本語学校など）、外国人コミュニティとの連携強化

◇交流機会の提供、人材の発掘・育成
・「やさしい日本語」をきっかけとしたコミュニティづくり支援
◇地域イベントの開催
・区民まつりにおける多文化共生ブースの設置（年1回）
・多文化共生に向けた当事者・支援者による自主的な取組への支援

計画（取組内容） プロセス（過程）指標
（取組によりめざす指標）

区役所による情報発信が外国人
に対しても配慮されていると回答
した区民の割合：50％以上

【撤退・再構築基準】
上記割合が10％未満であれば、
事業を再構築する。

具体的取組 1－5－2 外国人住民とのコミュニケーション媒体の活用・地域住民との交流促進

・Facebookによる「やさしい日本語」での情報発信（通年）
・災害時等Twitterによる「やさしい日本語」での情報発信（通年）
・広報紙の多言語翻訳版を配信開始（毎月）
・新型コロナ感染症拡大防止対策の影響により、区民まつりが中止となったことから、多文化共生（やさしい日本語）ブースの設置に代わるコ
ミュニケーションの場として区内中学校等において多文化共生（やさしい日本語）講座を実施（年2回）

経営課題１（人権・多文化共生編）
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２決算額（371千円）３予算額（1,118千円）４算定見込額（1,118千円）

前年度までの主な実績




